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新型コロナウイルス感染症に係る労災請求について 
 

～積極的な労災請求及び事業場を通じた労働者への請求勧奨を～ 

 

厚生労働省では、業務により新型コロナウイルスに感染した労働者の方について、労災

請求が確実に行われるよう、労使団体、医療関係団体等に要請を行っており、県内では令

和２年 11月 26日までに５件の労災保険の給付請求を受付しており、決定状況は別表のと

おりです。 

業務により新型コロナウイルスに感染したものと考えられる場合は、積極的な労災請求

をお願いします。 

 

１ 労災保険給付の対象等について 

（１）労働者の方が業務により新型コロナウイルスに感染した場合には、労災保険給付 

  の対象になります。 

（２）感染経路が特定できない場合であっても、個別の事案ごとに業務との関連性を調 

査し、労災保険給付の対象となるか否かを判断しています。 

（３）厚生労働省ホームページにおいて、労災請求の参考として、新型コロナウイルス 

感染症の労災補償に係るＱ＆Ａや労災認定事例を掲載しています。 

 

２ 労働者の方への請求勧奨について 

   各事業場においては、業務により新型コロナウイルスに感染したものと考えられ 

る労働者の方に対して、労災保険制度を周知していただくとともに、請求勧奨を行 

っていただきますようお願いします。 

 

【新型コロナウイルス感染症に係る労災請求についての問い合わせ先】 

〇 愛媛労働局労働基準部労災補償課   電話 089-935-5206 

 〇 松山労働基準監督署労災第一・二課  電話 089-918-2461 

 〇 新居浜労働基準監督署労災課     電話 0897-38-2791 

 〇 今治労働基準監督署労災課      電話 0898-32-4560 

 〇 八幡浜労働基準監督署労災課     電話 0894-22-1750 

 〇 宇和島労働基準監督署労災課     電話 0895-22-4655  

 

【新型コロナウイルス感染症に係る厚生労働省ホームページ】 

〇 新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ（企業の方向け） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html 

 

〇 新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ（労働者の方向け） 
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html 
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別表 

 

◆新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等【愛媛労働局 Ｒ2.11.26現在】 

 

 請求 決定 うち支給決定 

医療従事者等 ４ ４ ４ 

医療従事者等以外 １ １ １ 

計 ５ ５ ５ 

 



詳しくは厚生労働省ＨＰのＱ&Ａ
（項目「５労災補償」）をご覧ください▶

業務によって感染した場合、

労災保険給付の対象となります

職場で新型コロナウイルスに感染した方へ

■感染経路が業務によることが明らかな場合

■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務※

に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合

※（例１）複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※（例２）顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務

■医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、
業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

対象となるのは？

厚生労働省・愛媛労働局・労働基準監督署

労災保険の種類

業務に起因して新型コロナウイルスに感染した労働者の方やそのご遺族の方は、
正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態によらず、次のような保険給付を
受けられます。

療養補償給付

休業補償給付

①労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。
②やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担してもらい
後で労災請求をすることで、負担した費用の全額が支給されます。

療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。
■給付日：休業４日目から
■給付額：休業１日あたり給付基礎日額の８割（特別支給金２割含む）
＊原則として「給付基礎日額」は発症日直前３か月分の賃金を暦日数で割ったものです

遺族補償給付

業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、
遺族補償一時金などを受け取ることができます。

■お問い合わせは、お近くの労働局・労働基準監督署へ ▶

（2020.11）



労働者が就業中に新型コロナウイルス感染症に感染・発症し、
休業した場合には、労働者死傷病報告の提出が必要となります。

事業場で働く従業員の皆様が新型コロナウイルス感染症により
休業した場合には、遅滞なく、事業場を所轄する労働基準監督署
に労働者死傷病報告を提出してください。

※ ご提出の際は、電子申請や郵送の積極的な活用をお願いいたします。

事業者は、以下のような場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告を労働基
準監督署長に提出しなければなりません。

（労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則第97条）

(1)労働者が労働災害により死亡し、又は休業したとき
(2)労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき
(3)労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、

又は休業したとき

※ 労働者死傷病報告を提出せず、若しくは、虚偽の報告をした場合は、いわゆる「労災か
くし」として、50万円以下の罰金に処されることがあります。

新型コロナウイルス感染症による労働災害も

労働者死傷病報告の提出が必要です。

https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/

厚生労働省・愛媛労働局・労働基準監督署

「労働者死傷病報告はどうやって作成すればいいの？」

労働者死傷病報告は、定められ
た様式（OCR式帳票）を用いて作
成する必要があります。

専用の様式は、最寄りの労働基
準監督署で配布しているほか、
「労働安全衛生法関係の届出・申
請等帳票印刷に係る入力支援サー
ビス」により、インターネット上
で簡単に入力し、作成した帳票を
印刷することができます。

⇒ 新型コロナウイルス感染症による場合の記載例はウラ面参照

従業員が新型コロナウイルス感染症により休業された事業者の皆様へ

～職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために～
チェックリストを活用し、職場における感染拡大防止のための基本

的な対策の実施状況についてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000657665.pdf

https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/content/000657665.pdf


１３１１１１２３４５６０００００００ 医療、福祉業

ウセ イカ イ ロ ウ

医 療 法 人 厚 生 会 労

１００ × × × × ００１

千代田区霞ヶ関○-○-○
０３ ▲ ▲▲ ▲

９０２０４０１ １５ ０

３ 新型コロナウイル
ス感染による肺炎

呼吸器 勤務地内

救急病棟に勤務中、○月○日に救急患者

（後日、ＰＣＲ検査の結果陽性判定）の吸

熱の症状が見られたため、ＰＣＲ検査を実

施したところ、４月２日に陽性判定となり、

和２ ４ １０令

霞ヶ関
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１２看護師

○32

○

○

引処置に当たった看護師に４月１日から発

同日から入院したもの。

勤務中は防護衣とマスクを着用していた。

事務長 厚生 太郎

記入例

法人ではなく、
事業場全体の
労働者数を記
入してください。

陽性判定日ではなく、
傷病名に記載した症
状が現われた日付
を記入してください。

記載例のとおりに記入し
てください。
※ 医師の診断結果が記載例と異

なる場合にはその内容を記入

感染から発症までの
経緯を簡潔に記入し
てください。

左記の災害発生状況
及び原因以外に記載
すべき事項がなけれ
ば記載不要です。

感染場所ではなく、
傷病名に記載した症
状が現われた場所
を記入してください。

事業場を代表する者
など、報告権限を有す
る方が記入てください。

記名・押印に代え
て、署名によるこ
とができます。

被災者が複数いる
場合は、被災者ごと
に報告する必要が
あります。

R2.5


